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経済産業省 





番号 制度名

生産性向上を促す設備等投資促進税制の創設

産業競争力強化法（仮称）の認定を受けた事業の分離・経営資源統合を促進するための税制措置の創設

産業競争力強化法（仮称）の認定を受けたベンチャーファンドへ出資する企業への税制措置の創設

車体課税の抜本的見直し

交際費の課税の特例（中小法人における損金算入の特例）措置の延長

小規模事業者の振興を図るための税制措置の整備

中心市街地活性化のための税制措置の創設

海外投資等損失準備金の延長

課税済み原油等の精製過程で発生する非製品ガスに係る石油石炭税の還付制度の創設

石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等（租税特別措置法89条の２）

移出または引取りに係る揮発油及びみなし揮発油の特定用途免税（租税特別措置法89条の３、89条の４、90条、90条の２）

引取りに係る石油製品等の石油石炭税の免税（租税特別措置法90条の４）

引取りに係る特定石炭の石油石炭税の免税（租税特別措置法90条の４の２）

石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付（租税特別措置法90条の５）

石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付（租税特別措置90条の６の２）

中小企業の事業再生に係る登録免許税の軽減措置の創設

創業支援事業計画（仮称）認定地域における登録免許税の軽減措置の創設

電気事業法の改正に伴う所要の税制措置

原子力発電施設解体準備金の見直し

アジア拠点化のための税制措置の延長

独立行政法人中小企業基盤整備機構の仮設施設整備事業に係る特例措置の延長

特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減措置の延長（苛性ソーダ製造のための自家発電用石炭）

金属鉱業等鉱害防止準備金の延長

事業再生・再チャレンジ等に係る個人保証債務の免除益課税の特例措置の創設

産業競争力強化法（仮称）に基づく事業再編等に係る登録免許税の軽減措置の創設

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充
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経産11

経産12

経産13

経産07

経産08

経産09

経産10
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番号 制度名

中小企業投資促進税制の拡充

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長

企業立地促進法に基づく同意基本計画で定められた集積区域における集積産業用資産の特別償却の延長

研究開発法人への寄附に係る税制措置

企業年金等の積立金に対する特別法人税の撤廃

福祉車両等の仕入れに係る消費税の取扱いに関する所要の措置

復興産業集積区域における機械及び装置の即時償却の適用期限の延長

東日本大震災復興特別区域法に基づく新規立地促進税制の要件の緩和

被災代替資産等の特別償却の割合の引上げの期限の延長

沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例の拡充

沖縄の情報通信産業振興地域及び情報通信産業特別地区における課税の特例の拡充

沖縄の産業高度化・事業革新促進地域における課税の特例の拡充

沖縄の観光地形成促進地域における課税の特例の拡充

中心市街地活性化のための税制措置の創設

電気供給業に係る特定規模需要向けの託送料金を控除する収入割の特例措置の拡充

電気供給業に係る法人事業税の課税方式の変更

ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の変更

鉱区税のみなし期間に関する措置

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置

中小企業者等の試験研究費に係る特例措置の拡充

公害防止用設備（汚水又は廃液処理施設）に係る課税標準の特例措置の延長

排出ガス規制に適合した特定特殊自動車に係る課税標準の特例措置の創設

中小企業等協同組合法の一部改正に伴う所要の措置（異常危険準備金制度等への火災等共済組合の対象化）（うち保険会社等の
異常危険準備金）

所得拡大促進税制の見直し

中小企業者等に係る所得拡大促進税制の見直し
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H25
30% 3.15

2.33

3,268,209

6.63% 216,682

( / ) 78.4%

169,878
53,930
3.15

H25

30 66.3 10

10% 66.3% 6.63
30%

H25

it ln Yit Constant Observation
2.3304
[0.619]

0.5518
[0.110]

0.2235
[0.060] 1915

*[ ]

*1 Kasahara,H., Shimotsu,K. and Suzuki,M.(2011) “HowMuch Do R&D Tax Credits Affect R&D
Expenditures? Japanese tax credit reform in 2003” RIETI Discussion Paper Series 11 E 072
*2 / 100
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番号 制度名

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充

中小企業者等の試験研究費に係る特例措置の拡充

排出ガス規制に適合した特定特殊自動車に係る課税標準の特例措置の創設

研究開発法人への寄附に係る税制措置の創設

奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

独立行政法人奄美群島振興開発基金に係る非課税措置の延長

過疎地域における事業用資産の買換えの場合の課税の特例措置の延長

土地等の譲渡益に対する追加課税制度（重課）の停止期限の延長

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の延長

投資法人等に係る導管性要件等の見直し

都市機能誘導区域（仮称）外から区域内への事業用資産の買換え等の特例措置の創設

誘導地区施設（仮称）の整備の用に供する土地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例の創設

空きビルのテナント入替え等を行う場合の地権者の所得に対する課税の特例の創設

都市機能整備管理法人（仮称）に土地等を譲渡した場合の特例措置の創設

三大都市圏の政策区域における特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長

市街地再開発事業における特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長

都市再生安全確保計画に基づく非常用発電設備等に対する課税の特例措置の創設

外国語対応医療施設・教育施設等の整備や運営を行う者に対する課税の特例措置の創設

浸水防止用設備に係る特例措置の創設

東京湾横断道路株式会社に係る外形標準課税（資本割）の課税標準の特例措置の延長

被災者向け優良賃貸住宅に関する割増償却制度（延長）

防災街区整備事業に係る事業用資産の買換特例等の延長

老朽化マンションの建替え等（認定建替事業・認定建物敷地売却事業）の転出者等の譲渡所得に係る特例措置の創設

老朽化マンションの建替え等（認定建替事業・認定建物敷地売却事業）の施行者である組合の事業施行に係る特例措置の創設

既存建築物の改修投資促進のための特例措置の創設

復興居住区域における被災者向け優良賃貸住宅に関する特別償却・税額控除制度（延長）
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番号 制度名

ＪＲ北海道等の資本割に係る課税標準の特例措置の延長

一体化法に規定する特定鉄道事業者の資本割に係る課税標準の特例措置の延長

首都直下地震・南海トラフ地震に備えた耐震対策により取得した鉄道施設に係る特例措置の創設

中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却制度又は税額控除制度（中小企業投資促進税制）の延長及び拡充

海上運送業における特定の事業用資産の買換等の場合の課税の特例措置の延長

バラスト水処理装置に係る設備投資の促進のための特例措置の創設

ＬＮＧ船舶に係る設備投資の促進のための特例措置の創設

港湾の整備、維持管理及び防災対策等に係る作業船の買換等の場合の課税の特例措置の創設

港湾の民有護岸等（特定技術基準対象施設）の耐震化の推進のための特例措置の創設

大阪国際空港の運営権者が行う環境対策事業のための助成金（国庫補助金とみなす）の総収入金額不算入等の特例措置の拡充

航空機騒音対策事業に係る特定の事業用資産の買換え等の特例措置の延長

関西国際空港及び大阪国際空港に係る公共施設等運営権対価の益金認識についての特例措置の創設

新関西国際空港株式会社、関西国際空港土地保有株式会社及び中部国際空港株式会社に係る資本割の課税標準の特例措置の延長

沖縄の観光地形成促進地域における課税の特例の拡充

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例

収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例

収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除

特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例
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番号 制度名

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

中部国際空港整備準備金

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除

特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除
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環境省 





番号 制度名

ノンフロン製品（自然冷媒を利用した冷凍・冷蔵・空調用装置）の普及・拡大のための税制上の措置

地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出抑制等指針に適合した排出削減設備の導入に係る軽減措置の創設

使用済小型電子機器等に関する高度な再資源化設備の取得に係る税制上の措置

最終処分場に係る維持管理積立金制度に係る特例措置の適用期限の延長

独立行政法人の組織見直しに伴う税制上の所要の措置

研究開発法人への寄附に係る税制措置

試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の拡充

中小企業者等の試験研究費に係る特例措置の拡充

既存建築物の改修投資促進のための特例措置の創設

特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例

特定目的のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

環境04

環境05

環境08

環境09

環境10

環境11

環境06

環境07

 環境省

環境01

環境02

環境03
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【環境01】
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【環境02】
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【環境02】

1291



【環境03】
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【環境03】

1293



【環境03】
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【環境03】
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【環境04】
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【環境05】
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【環境05】
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【環境06】

1304



【環境06】
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【環境06】

1306



 

 

 

 
 

【環境06】

1307
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*[ ]

*1 Kasahara,H., Shimotsu,K. and Suzuki,M.(2011) “HowMuch Do R&D Tax Credits Affect R&D
Expenditures? Japanese tax credit reform in 2003” RIETI Discussion Paper Series 11 E 072
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【環境09】

1327



【環境09】

1328



【環境09】
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【環境10】
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【環境10】

1331



 

 
 

 

 
 

【環境10】

1332



【環境10】

1333



【環境11】
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【環境11】
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防衛省





番号 制度名

特定の事業用資産の買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除

 防衛省

防衛01

防衛02

1341



【防衛01】

1342



 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

特定の事業用資産の買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 

（国税１）（法人税：義、所得税：外） 

2 要望の内容 ○ 概要 

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和４９年法律第１０１

号。以下「環境整備法」という。）第５条第１項において、国は、航空機の離

陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと

認めて防衛大臣が指定する第二種区域（以下「航空機騒音障害区域」とい

う。）に当該指定の際現に所在する建物等の所有者が、当該建物等を移転

し、又は除却するときは、当該移転又は除却により通常生ずべき損失を補

償することができる旨を規定しており、また、環境整備法第５条第２項におい

て、国は、航空機騒音障害区域に所在する土地の所有者が当該土地の買

入れを申し出るときは、当該土地を買い入れることができる旨を規定してい

る。このうち、航空機騒音障害区域に所在する個人の事業用資産又は法人

の資産（以下「事業用資産等」という。）を、国等に譲渡し航空機騒音障害区

域以外の地域に買い換える場合、航空機騒音障害区域以外の地域にある

資産と交換する場合に適用される譲渡所得の課税の特例が認められてお

り、本租税特別措置の適用期間の延長を要望するもの。 

○ 控除の内容 

事業用資産等を国等に譲渡し、航空機騒音障害区域以外の地域に買い

換える場合等において、資産の譲渡による収入金額が買換資産の取得価

額以下のときは、その収入金額の８０％に相当する金額を超える金額に相

当する資産の譲渡があったものとして所得税が課税されるなどの特例措

置。 

○ 関係条文 

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３７条、第３７条の２、第３７条

の３、第３７条の４、第６５条の７、第６５条の８、第６５条の９、第６８条の７

８、第６８条の７９、第６８条の８０ 

3 担当部局 防衛省地方協力局防音対策課 

4 評価実施時期 平成２５年７月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

昭和４９年度創設 

昭和５０年度改正 適用期間：５年間延長 

昭和５５年度改正 適用期間：５年間延長 

昭和６０年度改正 適用期間：５年間延長 

平成 ２年度改正 適用期間：１年間延長 

平成 ３年度改正 適用期間：５年間延長 

平成 ８年度改正 適用期間：５年間延長 

平成１３年度改正 適用期間：５年間延長 

平成１８年度改正 適用期間：５年間延長 

平成２３年度改正 適用期間：３年間延長 

6 適用又は延長期間 ３年間延長 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

航空機騒音障害区域からの移転を希望する所有者に対して建物等の移転補

償や土地の買入れ（以下「移転の補償等」という。）を行うことにより、関係住民

の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的としている。 

《政策目的の根拠》 

○ 環境整備法第１条及び第５条（別紙参照） 

○ 平成２３年度以降に係る防衛計画の大綱Ⅱ、Ⅳ及びⅥ（別紙参照） 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

防衛省における政策評価に関する基本計画（防官企第３７６１号。２３．３．３

１）に規定する防衛省の政策評価における政策体系において、次のとおり位置

付けられている。 

政策目標 ： 我が国の安全保障の目標（①我が国に直接脅威が及ぶことを

防止し、脅威が及んだ場合にはこれを排除するとともに被害を最

小化することであり、もって我が国の平和と安全及び国民の安

心・安全を確保、②アジア太平洋地域の安全保障環境の一層の

安定化とグローバルな安全保障環境の改善により脅威の発生を

予防することであり、もって自由で開かれた国際秩序を維持強化

して我が国の安全と繁栄を確保、③世界の平和と安定及び人間

の安全保障の確保に貢献）を達成するため、我が国自身の努

力、同盟国との協力、アジア太平洋地域における協力、グローバ

ルな協力等多層的な安全保障協力を統合的に推進 

政策(狭義)： 即応性、機動性、柔軟性、持続性及び多目的性を備え、軍事

技術水準の動向を踏まえた高度な技術力と情報能力に支えら

れた動的防衛力を構築 

防衛力の能力発揮のための基盤の保持 

施策(広義)： 関係機関や地域社会との協力の推進 

施策(狭義)： 基地周辺対策の推進（補償の実施等を含む。） 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

航空機騒音障害区域における移転の補償等を促進する。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

本租税特別措置の適用を受けた件数 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

本租税特別措置により、航空機騒音障害区域における移転の補償等を促

進することで、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することとなる。 

8 有効性

等 

① 適用数等 ○ 過去の実績： 

 平成２２年度 ５７件（個人：５２件、法人： ５件） 

 平成２３年度 ６２件（個人：５６件、法人： ６件） 

 平成２４年度 ４３件（個人：３７件、法人： ６件） 

○ 将来の推計： 

 平成２５年度 ６８件（個人：５１件、法人：１７件） 

 平成２６年度 ５４件（個人：４８件、法人： ６件） 

 平成２７年度 ５４件（個人：４８件、法人： ６件） 

 平成２８年度 ５４件（個人：４８件、法人： ６件） 

○ 本租税特別措置の対象者は、事業用資産等の所有者であり、特定の者に

偏るものではない。 

○ 前回（平成２２年年度）の本租税特別措置に係る政策評価では、平成２２
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年度から平成２４年度までの適用件数の推計は合計２３５件であったが、同

期間の実績は合計１６２件である。 

その理由として、①集団移転の事業が終了したことに伴い、平成２２年度

予算から毎年度予算額が減少していること。②移転を希望する所有者の事

情（病気等）により移転の希望を辞退する場合があること。③土地境界につ

いて隣接地の所有者と土地境界の確定に至らず移転の希望を辞退する場

合があること等から、件数が変動するものである。 

このように、移転措置事業は移転希望者の状況によって事業件数が変動

することから、前回要望時の見込みと比較して想定以上に僅少とはなってい

ると評価することはできない。 

※１ 将来の推計のうち、平成２５年度は当該年度において移転を予定している事案の所有者か

らの希望届等を基に本租税特別措置の適用が見込まれる件数、平成２６年度以降は平成２

２年度から平成２４年度までの実績の平均から算出。 

※２ 適用実態調査の結果に関する報告書における調査対象の範囲と本評価書における評価対

象の範囲が異なるため、データは、平成２５年７月、防衛省地方協力局防音対策課で作成。 

② 減収額 ○ 過去の実績： 

 平成２２年度 １７４百万円(個人： ９４百万円、法人： ８０百万円) 

 平成２３年度 ３５５百万円(個人：１２０百万円、法人：２３５百万円） 

 平成２４年度 ２２７百万円(個人： ９１百万円、法人：１３６百万円) 

○ 将来の推計： 

 平成２５年度 ５９５百万円(個人：１６５百万円、法人：４３０百万円) 

 平成２６年度 ２５２百万円(個人：１０２百万円、法人：１５０百万円) 

 平成２７年度 ２５２百万円(個人：１０２百万円、法人：１５０百万円) 

 平成２８年度 ２５２百万円(個人：１０２百万円、法人：１５０百万円) 

※１ 減収額は、譲渡資産と同等以上の資産を買い換えたものと仮定し、個人については譲渡価

格の 12％[(1－0.2（譲渡益）)×税率 15％]、法人については譲渡価格の 24％[圧縮限度額(譲

渡益×0.8)×税率 30％]の減収があったものとして算出。 

※２ 将来の推計のうち、平成２５年度は当該年度において移転を予定している事案の所有者か

らの希望届等を基に本租税特別措置の適用見込みから減収額を算出、平成２６年度以降は

平成２２年度から平成２４年度までの実績の平均から算出。 

※３ 適用実態調査の結果に関する報告書における調査対象の範囲と本評価書における評価対

象の範囲が異なるため、データは、平成２５年７月、防衛省地方協力局防音対策課で作成。 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》 

（分析対象期間：平成２２年度～平成２４年度） 

航空機騒音障害区域からの移転を希望する所有者に対し、移転の補償等

を実施することができたことから、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に

寄与した。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》 

（所期の達成目標の実現状況） 

前回政策評価を実施した平成２２年度時点の達成目標は、航空機騒音障害

区域内の残戸数約１３，５００戸（平成２１年度末現在）の移転であるが、平成２

２年度から、平成２４年度末までに約３００戸の移転が行なわれており、前回政

策評価を実施した平成２２年度時点から進捗している。 

本事業は、防衛という国民全体の利益のために航空機の離陸、着陸等の頻

繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しい区域の関係住民だけ

が受けている不利益を公平の観点から是正する措置であり、航空機騒音障害

区域内に引き続き多くの戸数が存在することから、関係住民の生活の安定及

び福祉の向上に資するためにも、移転の補償等を促進する必要があることか

ら、本租税特別措置の継続が必要である。 

 

（分析対象期間：平成２２年度～平成２４年度） 

測定指標を用いると、平成２２年度から平成２４年度までの本租税特別措置

の適用件数の合計は１６２件であり、本租税特別措置が適用されることで、国

による移転の補償等を円滑に実施することができ、移転の補償等を促進する

という達成目標が実現できた。 

 

（分析対象期間：平成２５年度～平成２８年度） 

測定指標を用いると、平成２５年度から平成２８年度までの本租税特別措置

の適用件数の推計は合計２３０件であり、本租税特別措置が継続されること

で、国による移転の補償等を円滑に実施することができ、移転の補償等を促

進するという達成目標を実現できると見込まれる。 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》 

（分析対象期間：平成２２年度～平成２４年度） 

本租税特別措置は、航空機騒音障害区域からの移転の促進を図る観点か

ら、事業用資産等の所有者の税負担を軽減するためのものであり、本租税特

別措置が延長されなかった場合、国による移転の補償等を円滑に実施するこ

とができず、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することができな

くなり、防衛施設の円滑な運用に資することができず、ひいては、我が国の平

和と安全及び国民の安心・安全の確保に寄与することができなくなる。 

《税収減を是認するような効果の有無》 

（分析対象期間：平成２２年度～平成２４年度） 

減収額の実績は、平成２２年度から平成２４年度までの合計で約７５６百万

円であった。一方で、本租税特別措置により、国による移転の補償等を円滑に

実施することができ、移転の補償等を促進するという目標が達成できた。これ

により、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与し、防衛施設の円滑な

運用に資することとなり、ひいては、我が国の平和と安全及び国民の安心・安

全の確保に寄与することができ、本租税特別措置による税収減を是認する効

果が得られていると認められる。 

 

（分析対象期間：平成２５年度～平成２８年度） 

減収額の将来推計は、平成２５年度から平成２８年度までの合計で約１，３５

１百万円と推測される。一方で、本租税特別措置が要望どおり継続されれば

同期間において２３０件の本租税措置の適用が見込まれるため、引き続き移

転の補償等が円滑に行なわれ、移転の補償等を促進するという目標達成が

実現できると思われる。これにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上

に寄与し、防衛施設の円滑な運用に資することとなり、ひいては、我が国の平

和と安全及び国民の安心・安全の確保に寄与することができるとみられ、本租

税特別措置による税収減を是認する効果が得られていると見込まれる。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本租税特別措置は、航空機騒音障害区域からの移転の促進を図る観点か

ら、事業用資産等の所有者の税負担を軽減するためのものであり、譲渡所得

を課税する一方で、国の補助金等によりこれを補填することは非効率であり、

譲渡所得の課税の特例措置を採ることが妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

なし。 
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分担 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

なし。 

10 有識者の見解 関係法令を遵守し、関係住民の安定した生活に寄与できるよう移転補償を

促進すべき。 

（防衛省政策評価に関する有識者会議委員） 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成２２年度 

 

 

                                                                        （別紙） 

○○防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（抄） 

                                                         （昭和４９年法律第１０１号） 

（目的） 

第一条 この法律は、自衛隊等の行為又は防衛施設の設置若しくは運用により生ずる障害の防

止等のため防衛施設周辺地域の生活環境等の整備について必要な措置を講ずるとともに、自

衛隊の特定の行為により生ずる損失を補償することにより、関係住民の生活の安定及び福祉

の向上に寄与することを目的とする。 

 

（移転の補償等） 

第五条 国は、政令で定めるところにより第一種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な

実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域（以下

「第二種区域」という。）に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物

件（以下「建物等」という。）の所有者が当該建物等を第二種区域以外の区域に移転し、又は

除却するときは、当該建物等の所有者及び当該建物等に関する所有権以外の権利を有する者

に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却により通常

生ずべき損失を補償することができる。 

２ 国は政令で定めるところにより、第二種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れ

を申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 

３ 略 

 

○平成２３年度以降に係る防衛計画の大綱（抄） 

平成２２年１２月１７日 

安全保障会議決定 

閣議決定 

Ⅱ 我が国の安全保障における基本理念 

我が国の安全保障の第一の目標は、我が国に直接脅威が及ぶことを防止し、脅威が及んだ

場合にはこれを排除するとともに被害を最小化することであり、もって我が国の平和と安全

及び国民の安心・安全を確保することである。第二の目標は、アジア太平洋地域の安全保障

環境の一層の安定化とグローバルな安全保障環境の改善により脅威の発生を予防することで

あり、もって自由で開かれた国際秩序を維持強化して我が国の安全と繁栄を確保することで

ある。そして、第三の目標は、世界の平和と安定及び人間の安全保障の確保に貢献すること

である。 

 

Ⅳ 我が国の安全保障の基本方針 

 ２ 同盟国との協力 

我が国は、これまで、基本的な価値を共有する超大国である米国と日米安全保障体制を中

核とする同盟関係を維持しており、我が国の平和と安全を確保するためには、今後とも日米

同盟は必要不可欠である。また、我が国に駐留する米軍の軍事的プレゼンスは、地域におけ

る不測の事態の発生に対する抑止及び対処力として機能しており、アジア太平洋地域の諸国

【防衛01】

1345



に大きな安心をもたらしている。さらに、日米同盟は、多国間の安全保障協力やグローバル

な安全保障課題への対応を我が国が効果的に進める上でも重要である。（中略）こうした取組

と同時に、米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄県を始めとする地元の負担軽減を図るため、在

日米軍の兵力態勢の見直し等についての具体的措置を着実に実施する。また、接受国支援を

始めとする在日米軍の駐留をより円滑・効果的にするための取組を積極的に推進する。 

Ⅵ 防衛力の能力発揮のための基盤 

   防衛力の整備、維持及び運用を効率的・効果的に行うため、以下を重視する。 

 (6) 防衛施設と周辺地域との調和 

   関係地方公共団体との緊密な協力の下、防衛施設の効率的な維持及び整備を推進するた

め、当該施設の周辺地域とのより一層の調和を図るための諸施策を実施する。 
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租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別

控除 

（国税）（法人税：義、所得税：外） 

2 租税特別措置等の内容 ○ 概要 

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和４９年法律第１０１

号。以下「環境整備法」という。）第５条第１項において、国は、航空機の離

陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと

認めて防衛大臣が指定する第二種区域（以下「航空機騒音障害区域」とい

う。）に当該指定の際現に所在する建物等の所有者が、当該建物等を移転

し、又は除却するときは、当該移転又は除却により通常生ずべき損失を補

償することができる旨を規定しており、また、環境整備法第５条第２項におい

て、国は、航空機騒音障害区域に所在する土地の所有者が当該土地の買

入れを申し出るときは、当該土地を買い入れることができる旨を規定してい

る。このうち、航空機騒音障害区域に所在する土地が環境整備法第５条第

２項の規定により国に買い取られる場合においては、かかる土地の所有者

の譲渡所得について課税の特例が認められている。 

○ 控除の内容 

航空機騒音障害区域に所在する土地が環境整備法第５条第２項の規定

により国に買い取られる場合において、その年中の譲渡所得の金額から２，

０００万円（土地の譲渡に係る金額が２，０００万円に満たない場合はその額)

を控除することができるなどの特例措置。 

○ 関係条文 

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３４条、第６５条の３、第６８条

の７４ 

3 担当部局 防衛省地方協力局防音対策課 

4 評価実施時期 平成２５年７月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

昭和４９年度創設 

 

6 適用期間 恒久措置 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

航空機騒音障害区域からの移転を希望する所有者に対して建物等の移転

補償や土地の買入れ（以下「移転の補償等」という。）を行うことにより、関係住

民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的としている。 

《政策目的の根拠》 

○ 環境整備法第１条及び第５条（別紙参照） 

○ 平成２３年度以降に係る防衛計画の大綱Ⅱ、Ⅳ及びⅥ（別紙参照） 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

防衛省における政策評価に関する基本計画（防官企第３７６１号。２３．３．３

１）に規定する防衛省の政策評価における政策体系において、次のとおり位置

付けられている。 

政策目標 ： 我が国の安全保障の目標（①我が国に直接脅威が及ぶことを

防止し、脅威が及んだ場合にはこれを排除するとともに被害を最

小化することであり、もって我が国の平和と安全及び国民の安

心・安全を確保、②アジア太平洋地域の安全保障環境の一層の

安定化とグローバルな安全保障環境の改善により脅威の発生を

予防することであり、もって自由で開かれた国際秩序を維持強化

して我が国の安全と繁栄を確保、③世界の平和と安定及び人間

の安全保障の確保に貢献）を達成するため、我が国自身の努

力、同盟国との協力、アジア太平洋地域における協力、グロー

バルな協力等多層的な安全保障協力を統合的に推進 

政策(狭義)： 即応性、機動性、柔軟性、持続性及び多目的性を備え、軍事

技術水準の動向を踏まえた高度な技術力と情報能力に支えら

れた動的防衛力を構築 

防衛力の能力発揮のための基盤の保持 

施策(広義)： 関係機関や地域社会との協力の推進 

施策(狭義)： 基地周辺対策の推進（補償の実施等を含む。） 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

航空機騒音障害区域における移転の補償等を促進する。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

本租税特別措置の適用を受けた件数 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

本租税特別措置により、航空機騒音障害区域における移転の補償等を促

進することで、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することとなる。 

8 有効性

等 

① 適用数等 ○ 過去の実績： 

 平成２２年度 １１６件（個人：１１３件、法人：３件） 

 平成２３年度  ７６件（個人： ７６件） 

 平成２４年度  ５５件（個人： ５４件、法人：１件） 

○ 将来の推計： 

 平成２５年度 ８３件（個人：８２件、法人：１件） 

 平成２６年度 ８２件（個人：８１件、法人：１件） 

 平成２７年度 ８２件（個人：８１件、法人：１件） 

 平成２８年度 ８２件（個人：８１件、法人：１件） 

○ 本租税特別措置の対象者は、航空機騒音障害区域に所在する土地の所

有者であり、特定の者に偏るものではない。 

○ 前回（平成２２年年度）の本租税特別措置に係る政策評価では、将来の推

計を実施していないが、①集団移転の事業が終了したことに伴い、平成２２

年度予算から毎年度予算額が減少していること。②移転を希望する所有者

の事情（病気等）により移転の希望を辞退する場合があること。③土地境界

について隣接地の所有者と土地境界の確定に至らず移転の希望を辞退す

る場合があること等から、件数が変動するものである。 

※１ 将来の推計のうち、平成２５年度は当該年度において移転を予定している事案の所有者か

らの希望届等を基に本租税特別措置の適用が見込まれる件数、平成２６年度以降は平成２

２年度から平成２４年度までの実績の平均から算出。 

※２ 適用実態調査の結果に関する報告書における調査対象の範囲と本評価書における評価対

象の範囲が異なるため、データは、平成２５年７月、防衛省地方協力局防音対策課で作成 
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② 減収額 ○ 過去の実績：

平成２２年度 ２０６百万円（個人：１９７百万円、法人：９百万円） 

平成２３年度 １０１百万円（個人：１０１百万円） 

平成２４年度 １１４百万円（個人：１０８百万円、法人：６百万円） 

○ 将来の推計：

平成２５年度 １３８百万円(個人：１３３百万円、法人：５百万円) 

平成２６年度 １４０百万円(個人：１３５百万円、法人：５百万円) 

平成２７年度 １４０百万円(個人：１３５百万円、法人：５百万円) 

平成２８年度 １４０百万円(個人：１３５百万円、法人：５百万円) 

※１ 減収額は、個人については 2 千万円(譲渡所得が 2 千万円に満たないときはその額)×税率

15％、法人については 2 千万円(譲渡所得が 2 千万円に満たないときはその額)×税率 30％

の減収があったものとして算出 

※２ 将来の推計のうち、平成２５年度は当該年度において移転を予定している事案の所有者か

らの希望届等を基に本租税特別措置の適用見込みから減収額を算出、平成２６年度以降は

平成２２年度から平成２４年度までの実績の平均から算出。 

※３ 適用実態調査の結果に関する報告書における調査対象の範囲と本評価書における評価対

象の範囲が異なるため、データは、平成２５年７月、防衛省地方協力局防音対策課で作成。 

③ 効果・達成

目標の実

現状況

《政策目的の実現状況》 

（分析対象期間：平成２２年度～平成２４年度） 

航空機騒音障害区域からの移転を希望する所有者に対し、移転の補償等

を実施することができたことから、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に

寄与した。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》 

（所期の達成目標の実現状況） 

前回政策評価を実施した平成２２年度時点の達成目標は、航空機騒音障害

区域内の残戸数約１３，５００戸（平成２１年度末現在）の移転であるが、平成２

２年度から平成２４年度末までにこのうち約３００戸の移転が行われており、前

回政策評価を実施した平成２２年度時点から進捗している。 

本事業は、防衛という国民全体の利益のために航空機の離陸、着陸等の頻

繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しい区域の関係住民だけ

が受けている不利益を公平の観点から是正する措置であり、航空機騒音障害

区域内に引き続き多くの戸数が存在することから、関係住民の生活の安定及

び福祉の向上に資するためにも、移転の補償等を促進する必要があることか

ら、本租税特別措置の継続が必要である。 

（分析対象期間：平成２２年度～平成２４年度） 

測定指標を用いると、平成２２年度から平成２４年度までの本租税特別措置

の適用件数の合計は２４７件であり、本租税特別措置が適用されることで、国

による移転の補償等を円滑に実施することができ、移転の補償等を促進する

という達成目標を実現できた。 

（分析対象期間：平成２５年度～平成２８年度） 

測定指標を用いると、平成２５年度から平成２８年度までの本租税特別措置

の適用件数の推計は合計３２９件であり、本租税特別措置が継続されること

で、国による移転の補償等を円滑に実施することができ、移転の補償等を促

進するという達成目標を実現できると見込まれる。 

《税収減を是認するような効果の有無》 

（分析対象期間：平成２２年度～平成２４年度） 

減収額の実績は、平成２２年度から平成２４年度までの合計で約７５６百万

円であった。一方で、本租税特別措置により、国による移転の補償等を円滑に

実施することができ、移転の補償等を促進するという目標が達成できた。これ

により、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することとなり、ひいて

は、我が国の平和と安全及び国民の安心・安全を確保に寄与することができ、

本租税特別措置による税収減を是認する効果が得られていると認められる。 

（分析対象期間：平成２５年度～平成２８年度） 

減収額の将来推計は、平成２５年度から平成２８年度までの合計で約４２１

百万円と推測される。一方で、本租税特別措置が要望どおり継続されれば同

期間において３２９件の本租税措置の適用が見込まれるため、引き続き移転

の補償等が円滑に行なわれ、移転の補償等を促進するという目標達成が実

現できると思われる。これにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に

寄与し、防衛施設の円滑な運用に資することとなり、ひいては、我が国の平和

と安全及び国民の安心・安全の確保に寄与することができるとみられ、本租税

特別措置による税収減を是認する効果が得られていると見込まれる。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本租税特別措置は、航空機騒音障害区域からの移転の促進を図る観点か

ら、航空機騒音障害区域に所在する土地の所有者の税負担を軽減するため

のものであり、譲渡所得を課税する一方で、国の補助金等によりこれを補填す

ることは非効率であり、譲渡所得の課税の特例措置を採ることが妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担

なし。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性

なし。 

10 有識者の見解 関係法令を遵守し、関係住民の安定した生活に寄与できるよう移転補償を

促進すべき。 

（防衛省政策評価に関する有識者会議委員） 

11 評価結果の反映の方向

性 

引き続き、本租税特別措置を継続する。 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成２２年度 
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 （別紙） 

○○防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（抄）

 （昭和４９年法律第１０１号） 

（目的） 

第一条 この法律は、自衛隊等の行為又は防衛施設の設置若しくは運用により生ずる障害の防

止等のため防衛施設周辺地域の生活環境等の整備について必要な措置を講ずるとともに、自

衛隊の特定の行為により生ずる損失を補償することにより、関係住民の生活の安定及び福祉

の向上に寄与することを目的とする。 

（移転の補償等） 

第五条 国は、政令で定めるところにより第一種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な

実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域（以下

「第二種区域」という。）に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物

件（以下「建物等」という。）の所有者が当該建物等を第二種区域以外の区域に移転し、又は

除却するときは、当該建物等の所有者及び当該建物等に関する所有権以外の権利を有する者

に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却により通常

生ずべき損失を補償することができる。 

２ 国は政令で定めるところにより、第二種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れ

を申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 

３ 略 

○平成２３年度以降に係る防衛計画の大綱（抄）

平成２２年１２月１７日 

安全保障会議決定 

閣議決定 

Ⅱ 我が国の安全保障における基本理念 

我が国の安全保障の第一の目標は、我が国に直接脅威が及ぶことを防止し、脅威が及んだ

場合にはこれを排除するとともに被害を最小化することであり、もって我が国の平和と安全

及び国民の安心・安全を確保することである。第二の目標は、アジア太平洋地域の安全保障

環境の一層の安定化とグローバルな安全保障環境の改善により脅威の発生を予防することで

あり、もって自由で開かれた国際秩序を維持強化して我が国の安全と繁栄を確保することで

ある。そして、第三の目標は、世界の平和と安定及び人間の安全保障の確保に貢献すること

である。 

Ⅳ 我が国の安全保障の基本方針 

２ 同盟国との協力 

我が国は、これまで、基本的な価値を共有する超大国である米国と日米安全保障体制を中

核とする同盟関係を維持しており、我が国の平和と安全を確保するためには、今後とも日米

同盟は必要不可欠である。また、我が国に駐留する米軍の軍事的プレゼンスは、地域におけ

る不測の事態の発生に対する抑止及び対処力として機能しており、アジア太平洋地域の諸国

に大きな安心をもたらしている。さらに、日米同盟は、多国間の安全保障協力やグローバル

な安全保障課題への対応を我が国が効果的に進める上でも重要である。（中略）こうした取組

と同時に、米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄県を始めとする地元の負担軽減を図るため、在

日米軍の兵力態勢の見直し等についての具体的措置を着実に実施する。また、接受国支援を

始めとする在日米軍の駐留をより円滑・効果的にするための取組を積極的に推進する。 

Ⅵ 防衛力の能力発揮のための基盤 

   防衛力の整備、維持及び運用を効率的・効果的に行うため、以下を重視する。 

 (6) 防衛施設と周辺地域との調和 

   関係地方公共団体との緊密な協力の下、防衛施設の効率的な維持及び整備を推進するた

め、当該施設の周辺地域とのより一層の調和を図るための諸施策を実施する。 
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３ 点検項目ごとの評価の実施状況表 

租特に係る政策評価を「事前評価（新設）」、「事前評価（拡充・延長等(注１)）」及び「事後評価」の３つに分類し、点検結果表に

おける点検項目ごとの評価の実施状況の区分別件数及びそのうち課題等(注２)があった件数を府省別に整理している。 

なお、各分類に係る評価が実施されていない府省については、表に記載していない。 

（注１）租特の「拡充」、「延長」又は「拡充・延長」に係る評価が該当する。 

(注２) 「課題あり」 

：評価書の分析・説明に疑問点・問題点等があるもの、又は点検過程で新たに示された補足説明によっても疑問点・問題点等の一部が残るもの。点検結果表の

課題欄では「○」、又は「○※」と記載している。 

「課題なし」 

：評価書において評価に求められる一定水準の説明が行われているもの、又は点検過程で新たに示された補足説明により評価書上の課題が解消したもの。点検

結果表の課題欄では無印、又は「※」と記載している。 

「うち補足説明によるもの」 

：点検過程で新たに示された補足説明により評価書上の課題が解消したもの。点検結果表の課題欄では「※」と記載している。 
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【資料１】 

租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン 

 

 

      平 成 2 2 年 ５ 月 2 8 日 

政策評価各府省連絡会議了承 

平 成 2 5 年 ８ 月 ５ 日 

一 部 改 正 

 

本ガイドラインは、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13 年法律第 86 号。以下「政策評価法」という。）の枠

組みの下、国税における租税特別措置及び地方税における税負担軽減措置等（以下「租税特別措置等」という。）に係る政策

評価を円滑かつ効率的に実施するとともに、各行政機関における検討作業や政府における税制改正作業に有用な情報を提供し、

もって国民への説明責任を果たすことに資するよう、租税特別措置等に係る政策評価の内容、手順等の標準的な指針を示した

ものである。 

本ガイドラインについては、各行政機関の取組の進展等を踏まえ、必要に応じ、租税特別措置等に係る政策評価の改善及び

充実のため、所要の見直しを行う。 

 

Ⅰ 評価に当たって 

  平成 22 年度税制改正大綱（平成 21 年 12 月 22 日閣議決定。以下「22 年度大綱」という。）において、租税特別措置等は、

「その多くが特定の者の税負担を軽減することなどにより産業政策等の特定の政策目的の実現に向けて経済活動を誘導する

手段となっています。他方、こうした租税特別措置等は、「公平・透明・納得」の原則から見れば、税負担の公平の原則の

例外であり、これが正当化されるためには、その適用の実態や効果が透明で分かりやすく、納税者が納得できるものでなく

てはなりません。」との考え方が示されている。租税特別措置等の透明化及びその適宜適切な見直しを図る上で、政策評価

の果たす役割は大きいものと考えられる。 
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22 年度大綱においては、租税特別措置等の抜本的な見直しに関し、政策評価を厳格に行うこととされたほか、見直しの指

針として、政策評価法に基づく所管官庁の事後評価等において、税収減を是認するような有効性が客観的に確認されている

かが明記された。また、経済財政運営と改革の基本方針（平成 25 年６月 14 日閣議決定）においては、政策税制の政策評価

については租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律（平成 22 年法律第８号。以下「租特透明化法」という。）に基

づく適用実態調査を活用するなど改善を図るとされたところである。 

租税特別措置等に係る政策評価は、これらの閣議決定に適切に対応するよう実施するものである。評価の実施においては、

客観的なデータを可能な限り明らかにし、租税特別措置等の新設、拡充又は延長の適否や租税特別措置等の具体的な内容に

ついての検討に資するよう分析するとともに、分析内容が国民や利害関係者等との議論の共通の土台として用いられ、各行

政機関における検討作業や政府における税制改正作業において有効に用いられることが重要である。 

 

Ⅱ 評価の方法 

１ 評価の対象 

事前評価の対象となるのは、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令（平成 13 年政令第 323 号）第３条第７号及び

第８号並びに政策評価に関する基本方針（平成 17 年 12 月 16 日閣議決定）Ⅰ４キに規定する政策である。行政機関が行う政

策の評価に関する法律施行令第３条第７号ロ及び第８号における「税額又は所得の金額を減少させることを内容とする措置」

とは、特定の行政目的の実現のために税負担の軽減・繰延べを行う措置を指すものである。 

事後評価の対象となるのは、政策評価に関する基本方針Ⅰ５カに規定する政策である。そのうち、法人税、法人住民税及

び法人事業税関係の租税特別措置等の具体的範囲は、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第３条第７号イ及びロ

と同様である。 

 

２ 評価の単位 

  事前評価の対象となる租税特別措置等に係る政策については、各行政機関における税制改正要望に当たって、事前評価が

実施されることになる。事前評価の結果が、各行政機関における税制改正要望や、その後の税制改正作業に適切に対応する

ものとなるよう、事前評価の対象とする政策の単位は、原則として税制改正要望を行う租税特別措置等の単位に対応させる。 
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  事後評価については、事前評価の単位を踏まえ、適切な単位により実施する。 

 

 

３ 評価の実施主体 

 (1) 事前評価 

事前評価は、租税特別措置等の新設、拡充又は延長を要望しようとする行政機関が実施する。同一の租税特別措置等に

ついて、複数の行政機関が要望を行う場合は、各行政機関が評価の実施主体であることを前提として、必要に応じて、各

行政機関が相互に連携・協力して評価に取り組むことができる。 

 

 (2) 事後評価 

    事後評価は、評価の対象となる租税特別措置等に係る政策について、過去に当該租税特別措置等の要望を行った行政機

関が実施する。同一の租税特別措置等について、複数の行政機関が関係する場合は、各行政機関が評価の実施主体である

ことを前提として、必要に応じて、各行政機関が相互に連携・協力して評価に取り組むことができる。 

 

４ 評価の内容 

  租税特別措置等に係る政策の事前評価及び事後評価は、以下の内容により行う。事前評価の結果は、事後評価によって必

ず検証されることが重要である。 

(1) 事前評価 

ア 分析対象期間 

    租税特別措置等の新設を要望しようとする場合、分析対象期間としては、要望に係る租税特別措置等の適用期間、効

果や減収額等の推計における予測精度を考慮して、個別の事例に応じた適切な期間を設定する。 

租税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合、将来にわたる予測部分についての分析対象期間としては、

上記新設の場合による。また、過去の実績部分についての分析対象期間としては、３年から５年を一応の目安として、

個別の事例に応じた適切な期間を設定する。 
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イ 租税特別措置等の必要性等 

(ⅰ)租税特別措置等により実現しようとする政策目的 

要望に係る租税特別措置等によって実現しようとする政策目的が何かを説明する。この政策目的とは、22 年度大綱

における「租税特別措置の見直しに関する基本方針」の別添「政策税制措置の見直しの指針（「６つのテスト」）」

に記載されている「背景にある政策」に係る目的と基本的に同様である（（２）イ（ⅰ）において同じ。）。 

政策目的の説明に併せ、当該政策目的がどのような根拠（法律、政令、閣議決定等）に基づくものであるかを明ら

かにすることにより、当該政策目的が優先度や緊要性の高いものとして位置付けられているかを説明する。 

また、あらかじめ明示された政策体系におけるその政策目的の位置付けを明らかにする。 

(ⅱ)租税特別措置等により達成しようとする目標 

上記(ⅰ)の政策目的の下、租税特別措置等によって達成しようとする具体的な目標が何かを説明するとともに、当

該目標の測定指標を設定する。その際、政策目的に対し、達成しようとする目標の実現がどのように寄与するかも説

明する。 

ウ 租税特別措置等の有効性等 

租税特別措置等に係る政策の事前評価においては、租税特別措置等の適用数や適用額、減収額及び効果を予測・把握

するとともに、税収減を是認するような効果が見込まれるか（確認されるか）を説明する。租税特別措置等の新設を要

望しようとする場合は、推計によることになり、拡充又は延長を要望しようとする場合は、推計に加え、過去の実績を

把握する。減収額等の定量的データについては、算定根拠を明らかにする。 

租税特別措置等の適用数、適用額及び減収額については、租特透明化法及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基

づき把握される適用実態等に関する情報を分析するほか、その他の種々の情報も用いて予測・把握する。 
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租税特別措置等による効果については、直接的効果とともに、租税特別措置等により実現しようとする政策目的がど

のように達成されるか（されたか）をできる限り定量的に把握する。効果の将来予測を行う場合は、租税特別措置等が

新設されない場合、拡充又は延長されない場合に予想される状況についても説明する。 

租税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合は、上記イ(ⅱ)の目標の実現状況を明らかにするとともに、

所期の目標が既に達成されていないかを説明する。また、適用数が想定外に僅少であったり、想定外に特定の者に偏っ

ていないかを具体的に説明する。 

効果の把握においては、租税特別措置等による様々な波及効果についても、データの精度や客観性に留意しつつ明ら

かにするよう努める。 

また、効果の発現状況が地域ごとに異なる場合は、できる限り地域ごとのデータを把握するよう努める。 

租税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合において、それまでの間に効果が上がっていないと考えられ

る場合は、その要因を分析する。 

エ 租税特別措置等の相当性 

政策目的の実現のための手段として、補助金等や規制など様々なものがある中で、租税特別措置等の手段をとること

が必要であり、適切であるかを説明する。 

また、同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がある場合には、適切かつ明確に役割分担がなされているか

を説明する。 

地方税に係る租税特別措置等（国税に連動して地方税にも影響がある場合を含む。）については、地方公共団体が政

策目的の実現に協力することが相当であるかについても説明する。 

(2) 事後評価 

ア 分析対象期間 

事後評価の分析対象期間としては、３年から５年を一応の目安として、個別の事例に応じた適切な期間を設定する。 

1364



  イ 租税特別措置等の必要性等 

(ⅰ)租税特別措置等により実現しようとする政策目的 

租税特別措置等によって実現しようとする政策目的が何かを説明する。政策目的の説明に併せ、当該政策目的がど

のような根拠（法律、政令、閣議決定等）に基づくものであるかを明らかにすることにより、当該政策目的が優先度

や緊要性の高いものとして位置付けられているかを説明する。 

また、あらかじめ明示された政策体系におけるその政策目的の位置付けを明らかにする。 

 

   (ⅱ)租税特別措置等により達成しようとする目標 

上記(ⅰ)の政策目的の下、租税特別措置等によって達成しようとする具体的な目標が何かを説明するとともに、当

該目標の測定指標を設定する。その際、政策目的に対し、達成しようとする目標の実現がどのように寄与するかも説

明する。 

 

  ウ 租税特別措置等の有効性等 

    租税特別措置等に係る政策の事後評価においては、租税特別措置等の適用数や適用額、減収額及び効果を把握すると

ともに、税収減を是認するような効果が確認されるかを説明する。減収額等の定量的データについては、算定根拠を明

らかにする。 

    租税特別措置等の適用数、適用額及び減収額については、租特透明化法及び地方税法に基づき把握される適用実態等

に関する情報を分析するほか、その他の種々の情報も用いて把握する。 

租税特別措置等による効果については、直接的効果とともに、租税特別措置等により実現しようとする政策目的がど

のように達成されたかをできる限り定量的に把握する。その際、上記イ(ⅱ)の目標の実現状況を明らかにするとともに、

所期の目標が既に達成されていないかを説明する。また、適用数が想定外に僅少であったり、想定外に特定の者に偏っ

ていないかを具体的に説明する。 

効果の把握においては、租税特別措置等による波及効果についても、データの精度や客観性に留意しつつ明らかにす

るよう努める。 
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また、効果の発現状況が地域ごとに異なる場合は、できる限り地域ごとのデータを把握するよう努める。 

事後評価において、効果が上がっていないと考えられる場合は、その要因を分析する。 

 

  エ 租税特別措置等の相当性 

    政策目的の実現のための手段として、補助金等や規制など様々なものがある中で、租税特別措置等の手段をとること

が必要であり、適切であるかを説明する。 

また、同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がある場合には、適切かつ明確に役割分担がなされているか

を説明する。 

地方税に係る租税特別措置等（国税に連動して地方税にも影響がある場合を含む。）については、地方公共団体が政

策目的の実現に協力することが相当であるかについても説明する。 

 

  オ 評価結果の反映の方向性 

    事後評価の結果を、評価の対象とした租税特別措置等の在り方にどのように反映させるかを説明する。 

 

５ 評価の実施時期等 

(1) 事前評価 

事前評価は、各行政機関における租税特別措置等の要望に際して、評価によって得られる情報が有用なものとして用い

られるよう適切なタイミングで実施することが原則である。ただし、要望の段階で、要望の内容を具体化することが困難

な場合には、要望後の適切なタイミングで評価の結果を公表する。各行政機関においては、要望の着想から決定に至る一

連の過程の中で、できる限り早期に評価を開始するよう努めるべきである。 

 

 (2) 事後評価 

事後評価は、その結果が、各行政機関における租税特別措置等についての検討作業や税制改正作業において有効に活用

されるよう、原則として毎年８月末までの適切なタイミングで実施する。 
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また、租税特別措置等については、定期的にその効果等の検証が行われることが重要であり、事後評価を継続的に実施

していく必要がある。事後評価のサイクルとしては、政策評価に関する基本計画の期間を踏まえ、３年から５年に１回は

評価を行うことを原則とする。各行政機関においては、事後評価を実施しない年度においても、不断の検証を行うよう努

める。 

その際、期限の定めのない措置や 10 年以上にわたって存続している措置から順に事後評価に取り組むなど、評価の必

要性の高いものから計画的に評価に取り組む。 

なお、既存の租税特別措置等の拡充又は延長の要望に際して事前評価を実施した場合は、事後評価の要素を含んでいる

ことから、改めて事後評価を実施することは要しない。 

 

６ 総務省による客観性担保評価活動 

  総務省行政評価局は、各行政機関が実施した政策評価の結果を対象として、その客観性及び厳格性についての点検を実施

する。点検結果については、毎年度の税制改正作業に対し、適時に提供する。 

 

７ その他 

 (1) 有識者の見解 

    租税特別措置等に係る政策評価の内容について、審議会での検討結果や有識者の見解がある場合、これらを評価書に記

載する。 

 

 (2) 適用実態に関する情報の提供等 

    各行政機関、財務省及び総務省は、政策評価に必要な租税特別措置等の適用実態に関する情報の提供・利用については、

租特透明化法及び地方税法の枠組みの下、適切に対応する。 

 

 (3) 分析内容の充実 

    今後新たに取り組んでいくことになる租税特別措置等に係る政策評価については、一層の質の向上を図っていくことが
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重要である。このため、総務省行政評価局において、財務省や総務省、各行政機関の協力を得て、必要な取組を推進する。

また、各行政機関においても、自らの評価の質の充実を図っていくことが重要である。 

1368



 

【資料２】 

経済財政運営と改革の基本方針 ～脱デフレ・経済再生～（平成25年６月14日閣議決定）（抄） 

 

 

第３章 経済再生と財政健全化の両立 

日本経済の発展を支えるとともに少子高齢化が進展する中にあっても人々が安心して暮らしていけるよう、持続可能な財政と社

会保障を構築していくことが必要不可欠である。また、三本の矢が持続的に効果を発揮するためにも、財政健全化への取組は極め

て重要である。 

 

４．実効性あるＰＤＣＡの実行 

政策評価は、政策の効果と質を高めるための政策インフラである。以下の取組を通じて実効性あるＰＤＣＡサイクルを確立し、

行政サービスのコスト削減・質の向上を図るとともに、政策目的に照らして効果の高いものに重点的に資源配分する。 

 （略） 

・ 発足後５年を経過した規制に係る事前評価制度の改善について引き続き検討するとともに、政策税制の政策評価については

租特透明化法に基づく適用実態調査を活用するなど改善を図る。 
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